
8

ど
利
用
が
な
い
た
め
で
す
。
今

後
は
備
品
倉
庫
と
し
て
利
用
の

予
定
で
す
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
５
年
３
月
に
完
了
す
る
武

道
館
の
工
事
で
は
、
耐
震
化
に

加
え
、
競
技
場
床
面
の
改
修
、

空
調
機
の
設
置
等
の
施
設
改
善

が
行
わ
れ
、
受
益
者
負
担
の
観

点
か
ら
も
利
用
者
に
応
分
の
費

用
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
は

や
む
を
え
な
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
原
価
計
算
に
加
え
他

市
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
た
も

の
で
あ
り
、
利
用
者
に
も
十
分

理
解
を
得
ら
れ
る
と
判
断
す
る
。

た 

だ
し
、  

公
布
の
日
か
ら
４
月

１
日
以
後
の
利
用
許
可
を
受
け

た
者
か
ら
は
、
改
正
後
の
条
例

に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

ま
す
。

文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

本
条
例
案
は
４
月
１
日
の

施
行
と
な
っ
て
い
る
が
、
施
設

の
利
用
予
約
は
い
つ
か
ら
開
始

と
な
る
か
。

答　

条
例
上
、
施
設
の
予
約
は

２
か
月
前
か
ら
可
能
な
た
め
、

２
月
１
日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

問　

武
道
館
会
議
室
を
廃
止
す

る
理
由
は
。
ま
た
、
廃
止
し
た

後
の
部
屋
の
利
用
予
定
は
。

答　

会
議
室
と
し
て
、
ほ
と
ん 

　

奥
林
児
童
遊
園
地
の
位
置
を

  「
竹
谷
町
神
田
35
番
４
」
か
ら

  「
竹
谷
町
道
泉
９
番
１
」
に
移

転
し
ま
す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

移
転
す
る
奥
林
児
童
遊
園

地
に
は
、
ど
の
よ
う
な
遊
具
を

置
く
予
定
か
。

答　

元
は
塩
津
北
保
育
園
の
園

庭
で
し
た
の
で
、
使
え
る
も
の

は
流
用
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

丸
型
う
ん
て
い
と
鉄
棒
は
そ
の

ま
ま
残
し
、
滑
り
台
は
場
所
を

移
し
て
使
用
し
ま
す
。
土
管
や

登
り
棒
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
な

ど
は
撤
去
し
、
ブ
ラ
ン
コ
も
撤

去
し
ま
す
が
、
新
し
い
ブ
ラ
ン

コ
を
設
置
す
る
予
定
で
す
。

●
市
民
体
育
セ
ン
タ
ー
の
設
置

　
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

　
一
部
改
正

（
第
85
号
議
案
）　

　

市
民
体
育
セ
ン
タ
ー
武
道
館

の
大
規
模
改
造
工
事
に
よ
る
施

設
及
び
設
備
器
具
の
更
新
に
伴

い
、
使
用
料
の
改
定
等
を
行
う

も
の
で
す
。
改
定
の
内
容
は
次

ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お
り
で
す
。

ま
た
、
武
道
館
会
議
室
を
廃
止

し
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
令
和
５
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
と
な
り
ま
す
。

容
と
な
っ
て
お
り
、
妥
当
で
あ

る
。

反
対
思
想
、
信
条
、
宗
教
に
関

す
る
個
人
情
報
の
収
集
制
限
規

定
が
な
く
な
る
等
、
現
在
の
条

例
よ
り
後
退
す
る
部
分
が
あ
る
。

ま
た
、
要
配
慮
個
人
情
報
に
関

し
、
社
会
的
差
別
の
恐
れ
の
あ

る
個
人
情
報
を
条
例
で
追
加
し

て
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現

在
の
と
こ
ろ
市
で
は
収
集
し
て

い
な
い
の
で
必
要
な
い
と
答
弁

が
あ
っ
た
が
、
消
極
的
な
姿
勢

は
改
め
る
よ
う
求
め
る
。

●
児
童
遊
園
地
の
設
置
及
び
管

　
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改 

　
正

（
第
84
号
議
案
）

●
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

　
法
律
施
行
条
例
の
制
定

（
第
83
号
議
案
）

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
ま

で
条
例
に
基
づ
い
て
実
施
し
て

き
た
本
市
の
個
人
情
報
の
取
扱

い
を
令
和
５
年
度
か
ら
同
法
に

基
づ
い
て
実
施
す
る
た
め
、
同

法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
で
す
。

●
総
務
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

こ
れ
ま
で
の
条
例
に
よ
る

取
扱
い
か
ら
の
変
更
点
は
何
か
。

答　

基
本
的
な
部
分
は
こ
れ
ま

で
の
取
扱
い
が
踏
襲
さ
れ
ま
す

が
、
一
部
変
更
点
も
あ
り
ま
す
。

　

大
き
く
３
点
述
べ
る
と
、
１

点
目
は
、
条
例
で
規
定
し
て
い

る
事
項
の
う
ち
、
法
律
で
規
律

さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
思
想
、

信
条
、
宗
教
に
関
す
る
個
人
情

報
等
、
い
わ
ゆ
る
セ
ン
シ
テ
ィ

ブ
情
報
の
収
集
制
限
の
規
定
が

法
律
で
は
規
律
が
さ
れ
な
い
等

が
あ
り
ま
す
。

　

２
点
目
は
、
個
人
情
報
を
取

り
扱
う
事
務
を
開
始
す
る
と
き

は
、
こ
れ
ま
で
個
人
情
報
取
扱

事
務
登
録
簿
に
登
録
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
後
は
、
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
・
公
表

す
る
取
扱
い
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

３
点
目
は
、
蒲
郡
市
個
人
情

報
保
護
審
議
会
の
役
割
が
縮
小

さ
れ
、
法
律
の
解
釈
・
運
用
や

監
視
等
を
行
う
組
織
が
国
の
個

人
情
報
保
護
委
員
会
に
一
元
化

さ
れ
ま
す
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
活
発
化
す
る
官
民
や
地
域

の
枠
を
超
え
た
デ
ー
タ
利
活
用

に
対
応
す
る
た
め
、
別
個
の
法

令
に
よ
る
規
律
に
よ
り
生
じ
て

き
た
旧
法
制
の
不
均
衡
・
不
整

合
を
是
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
律
で
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
で

市
独
自
の
規
定
を
設
け
る
な
ど
、

個
人
情
報
の
保
護
に
資
す
る
内

条
例
の
制
定
・
改
正

12月定例会

議　案

個人情報の保護に関する法律施行
条例を制定
　12月市議会定例会は、12月２日から14日までの13日間の会期で開き、
議案 19 件を審議しました。個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
など、主な内容をお知らせします。

■12月定例会の日程

2 日　本会議〔会期の決定、諸般の報

告、議案説明、質疑、討論、採

決、一般質問など〕

5日　本会議〔一般質問など〕

議会運営委員会理事会

議会運営委員会

6日　本会議〔一般質問〕

7日　総務委員会

9日　議会運営委員会理事会

議会運営委員会

文教委員会

14 日　本会議〔委員長報告、議案説明、

質疑、討論、採決〕

反
対
柔
道
場
や
剣
道
場
の
専
用

利
用
は
、
一
番
利
用
の
多
い
夜

間
で
は
９
０
０
円
も
上
が
る
。

年
金
が
下
が
る
一
方
、
物
価
が

ど
ん
ど
ん
高
く
な
り
、
実
質
賃

金
も
下
が
っ
て
市
民
の
生
活
は

苦
し
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
と
き
に
市
民
の
健
康
づ
く

り
、
ス
ポ
ー
ツ
の
取
組
の
場
で

あ
る
武
道
場
の
値
上
げ
を
す
る

べ
き
で
は
な
い
。

 

●
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の

　
推
薦

（
第
87
号
議
案
）

　

委
員
水
藤
典
子
氏
の
任
期
が

令
和
５
年
３
月
31
日
に
満
了
す

る
こ
と
に
伴
い
同
氏
を
引
き
続

き
、
ま
た
委
員
鈴
木
祥
司
氏
が

同
日
に
辞
任
す
る
こ
と
に
伴
い
、

與
田
智
昭
氏
を
委
員
の
候
補
者

と
し
て
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
異
議
の
無
い

旨
決
し
ま
し
た
。


